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令和元年度第１４回庁議提案 審議・報告・その他 

                     提 出 日：令和元年１０月２９日 

                     担当部・課：建設部下水道管理課〔内線５６９２〕 

① 件  名 

 

 石巻市下水道事業運営審議会の設置について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

平成２７年１月２７日付の都道府県知事あて総務大臣通知で、平成３１年度までの「集中取組期

間」を経て、令和２年度までに下水道事業等を公営企業会計に移行するよう要請があったことから、

下水道事業、漁業集落排水事業、農業集落排水事業、浄化槽整備事業の各特別会計を統合し、移行

する準備を進めている。 

 

【目的】 

  少子高齢化等による収入減少や施設の老朽化に伴う投資負担が想定されることから、公営企業会

計の適用に合わせて、運営審議会に係る規定を整備し、経営状況をより適切に管理することにより、

下水道等事業の健全かつ安定的な運営を図る。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

(１) 地方公営企業法 第１４条 

(２) 地方自治法 第１３８条の４ 

(３) 石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 平成２８年２月 平成２７年度第２２回庁議に審議事項「下水道事業等の公営企業会計の適用及

び適用準備について」を提案 

５月 石巻市公共下水道事業等地方公営企業会計移行業務 委託契約締結 

～令和元年 公営企業会計システム、財務諸表、収納等に係る、庁内外の関係機関との調整 

 

⑤ 主な内容 

（１） 所掌事務 市長の諮問に応じ、受益者負担金、使用料その他、下水道の普及促進に関する 

 事項について審議する。 

（２） 組織   識見を有する者及び市長が適当と認める者１２人以内 

（３） 任期   委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了する日まで 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

【影響・効果】 

施設・設備の老朽化に伴う更新投資の増大や、人口減少等に伴う料金収入の減少が見込まれるな

ど、公営企業をめぐる環境は厳しさを増しつつある。このことから、地方公営企業法の適用と合わ

せて、有識者等の意見を伺う機会を設け、必要な住民サービスを将来にわたり安定的に提供してい

くもの。 

 

【市行財政の負担(財源措置及びコスト計算)】 

報酬（勤務１日につき９，５００円）、費用弁償 

資料２ 
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⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

  

○公営企業法の適用と運営審議会の設置状況 

・白石市 ：全部適用済 ／白石市上下水道事業運営審議会条例 

・名取市 ：一部適用済 ／名取市下水道建設委員会条例 

・大崎市 ：全部適用予定／大崎市上下水道事業運営審議会条例（令和２年４月１日） 

・登米市 ：全部適用予定／登米市下水道事業運営審議会条例（令和２年４月１日） 

・気仙沼市：一部適用予定／気仙沼市下水道事業運営審議会条例（令和２年４月１日） 

・東松島市：一部適用予定／検討中（令和２年４月１日） 

 

※上水道事業において企業団方式を採用している石巻市と東松島市以外は、全部適用の公営企業と

して経営を行っているため、上下水道事業一体での運営審議会を検討している場合が多い。 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

 令和元年１２月 市議会第４回定例会に、石巻市下水道事業の設置等に関する条例及び石巻市下水

道事業運営審議会条例の制定について提案（施行予定年月日：令和２年４月１日） 

 令和２年 ３月 石巻市公共下水道事業等地方公営企業会計移行業務 完了 

      ４月 公営企業会計適用開始 

 

⑨その他 

 

 


